
　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委

員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
級
別
標
準
職
務
表
（
そ
の
三
）
研
究
職
給
料
表
級
別
標
準
職
務
表
第
五
号
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、

同
号
ニ
中
「
研
究
主
幹
」
を
「
首
席
研
究
主
幹
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ロ
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給

　

与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
条
例
第
二
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
職
給

　

料
表
の
職
務
の
級
の
五
級
に
格
付
さ
れ
て
い
た
職
の
職
員
の
う
ち
、
施
行
日
以
後
引
き
続
き
同
給
料
表

　

の
適
用
を
受
け
る
も
の
の
職
務
の
級
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

熊
本
県
育
英
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

今　

村　

潤　

子

熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
育
英
資
金
貸
与
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
育
英
資
金
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
熊
本
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
見
出
し
中
「
専
門
課
程
」
を
「
専
門
課
程
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
七
条
」

に
、
「
専
門
課
程
」
を
「
専
門
課
程
等
」
に
改
め
、
「
修
行
年
限
二
年
以
上
の
」
を
削
る
。

　

第
十
九
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

　

第
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
次
の
各
号
に
揚
げ
る
も
の
と

す
る
。
」
を
「
学
校
教
育
法
第
八
十
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
相
当
す
る
学

校
と
認
め
た
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
給
与
及
び
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
」

平成14年 3月29日　金曜 熊 本 県 公 報 号外　第  18  号5

登　

載　

依　

頼



に
改
め
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
五
条
第
三
号
中
「
住
民
票
」
を
「
世
帯
全
員
の
住
民
票
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同

条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

四　

源
泉
徴
収
票
、
確
定
申
告
書
（
控
）
又
は
そ
の
他
世
帯
全
員
の
収
入
が
確
認
で
き
る
も
の

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
四
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
証
人
」
を
「
前
二
項
に

よ
る
保
証
人
」
に
改
め
、
同
項
を
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
五

条
と
す
る
。

２　

育
英
奨
学
生
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
保
証
人
の
他
に
独
立
の
生
計
を
営
む
成
年
者
一
人
（
た
だ
し
、

　

一
親
等
の
親
族
を
除
く
。
）
を
保
証
人
に
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
教
育
委
員
会
は
、
第
五
条
」
を
「
熊
本
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」

と
い
う
。
）
は
、
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
奨
学
金
の
貸
与
期
間
）

第
七
条　

条
例
第
九
条
第
一
項
で
規
定
す
る
修
業
年
限
は
、
学
校
教
育
法
で
定
め
る
修
業
年
限
と
し
、
修

　

業
年
限
に
期
間
を
定
め
て
い
な
い
学
校
に
つ
い
て
は
、卒
業
又
は
修
了
に
必
要
な
最
短
の
期
間
と
す
る
。

２　

貸
与
の
取
消
し
は
、
そ
の
理
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
と
す
る
。

３　

貸
与
の
停
止
は
、
そ
の
理
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
理
由
が
な
く
な
っ
た
日
の

　

属
す
る
月
の
分
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
貸
与
期
間
は
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４　

育
英
奨
学
生
が
転
学
を
し
た
場
合
、
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
継
続
し
て

　

奨
学
生
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
貸
与
期
間
は
転
学
先
の
学
校
の
修
業
年
限
と
す
る
。

　

第
二
十
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
八
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二

条
」
に
、
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
心
身
障
害
に
よ
る
」
「
障
害
に

よ
り
労
働
能
力
を
喪
失
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
死
亡
診
断
書
」
の
下
に
「
又
は
戸
籍
抄
本
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
お
よ
び
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六

条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
第
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
七
条
た
だ
し

書
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
第
七
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
中
「
第
七
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
第
三
号
中
「
・
職
業
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
中
「
育
英
奨
学
生
」
を
「
大
学
の
育
成
奨
学
生
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
一
般
貸
与
」
を
「
育
英
資
金
」
に
、
「
に
交
付
す
る
」
を
「
の
預
金
口
座
に
振
り

込
む
方
法
に
よ
り
交
付
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
大

学
等
を
卒
業
し
、
又
は
専
門
課
程
を
」
を
「
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
英
資
金
の
貸
与
が
満

了
し
た
場
合
は
、
当
該
学
校
を
卒
業
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
七
条
第
一
号
」
を
「
第
九
条

第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
六
条
」
を
「
第
十
条
」
に
、
「
前
項
に
揚
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
起
算
月
か
ら
、

次
の
各
号
に
揚
げ
る
期
間
と
す
る
。
」
を
「
育
英
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
月
の
三
倍
の
期
間
と
す
る
。
た

だ
し
、
そ
の
期
間
が
十
五
年
を
超
え
る
と
き
は
十
五
年
と
す
る
。
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
二
条
の
二
中
「
第
四
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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